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臨床鍼灸師の寺小屋勉強会の近況 東大阪地域　辻本政治

“名人では無く、凡人でも出来る”「現代的と古典的（脉状診）の応用治療」の勉強会を始めて8年目
（現在は、臨床鍼灸の寺小屋勉強会に名称を変更しました）。

この会員の中で小柄なりにバイタリティー溢れた32歳の女性は、某医療大学鍼灸学科を卒業
し、鍼灸師としての技術と英会話の向上を目指して、日々努力しています。

その彼女が、今年6月に外国籍（イギリス）豪華客船の乗船員の試験に合格（英会話力、英会話で
の鍼灸治療説明、健康診断を無事クリア）し、船内のお客さんに鍼灸治療を行う業務に採用されま
した。船内の鍼灸師は1名だけで営業と治療を行うそうです。そして今年6月に日本を出発し、アメ
リカ（ロサンゼルス）とイギリスで乗務員として約1カ月研修を受け、7カ月間の航海をして、来年2
月頃日本に帰って来る予定です。

乗務員研修は、各国の時差の中で体が馴染まず、海難事故を想定した過酷な訓練で苦しむが無
事に研修を修了。7月にイギリスのドーバーから出航し、待望の客船業務に就き、1人だけの鍼灸職
種に奮闘。乗客1,000名規模の中型船で、船内では患者獲得の為の営業と治療業務を行っていま
す。英語圏内であっても発音の違い、初めて鍼を受ける外国人の反応の違いに苦戦しているようで
すが、坐骨神経痛の患者さんには治療効果が良いそうです。使用する鍼は船側が準備した物のみ
可能で、日本からの持ち込みの鍼とお灸治療は不可です。今のところ平均年齢80歳代ぐらい坐骨
神経痛、股関節痛、骨粗鬆症、関節リウマチ等による慢性腰痛で手術歴のある人が多く、初めて鍼
を受ける人の中には、軽い刺激でも治療後「より痛くなった」「寒気で震えが止まらなくなった」等
のクレームに戸惑う事も有り鍼刺激調整の難しさを痛感中。因みに、日本の鍼灸師の鍼は優しく丁
寧だと、乗客から好感を持たれていると運航（船）会社からの評価です。

現在、船はスペインのマホン付近を航海中です。
今回の挑戦は、今迄勉強してきた日本の鍼灸治療技術、英会話力が外国人にどれだけ対応出来

るのかを知る為です。７ヶ月後に再会した時、どれだけ収穫を得たのか楽しみです。
日々奮闘している彼女に同じ鍼灸師として“頑張れ”と影ながらエールを送って頂ければ有りがた

いです。
私も共に前向きな若い鍼灸師を育てていきたいと思って続けています。

観光を楽しむ乗船客(写真右下)に同行 寄港地スペインの風景 施術に使用する鍼

海上が見える船内の施術所

勤務するクルーズ船

貴重なご寄稿をありがとうございます。会員の皆さまの励みになりますね。

大阪府鍼灸師会広報誌Freshでは会員のみなさまからの勉強会や日々の活動の
ご報告などの原稿を募集しております。
投稿されたいお知らせがあれば事務局までぜひお送りください︕
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年会費と賠償責任保険の引き落としのお知らせ

（法人管理委員会　北川肇）

平素は会務にご協力くださいましてありがとうござい
ます。

12月5日は、令和7年12月と令和８年１月２月３月分の
会費、ならびに賠償責任保険の郵便自動引き落とし日
となっています。

口座資金についてご準備くださいますようよろしくお
願いいたします。

　時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
　平素は、当会の活動につきまして格別のご支援、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて新年互礼会を下記の通り開催いたしますので、ご繫忙のこととは存じますが万障お繰り合わせの上ご出席くださいますようご案内申し上げます。
　
　また、本年に在籍 50 年に到達された先生方に永年在籍表彰を執り行う予定になっております。
　該当される先生には別途招待状をお送りします。

法人管理委員会
令和 8 年 新年互礼会について

★未定のところにつきましては、決まり次第ホームページ・いかなごう・フレッシュ 12 月号等でお知らせいたします。

日時 会費
令和 8 年 1 月 4 日　日曜日 今のところ未定
17︓30　受付
18︓00　開宴予定

会場 シティプラザ大阪（大阪市中央区）
２階「SYUNｰ旬ｰ」

★永年在籍表彰対象の先生は
　ご招待となります

新入会オリエンテーションのご案内　（正会員に入会）重要

本会では、新年互礼会にあわせて「新入会員オリエンテーション」を
開催しております。
新入会員オリエンテーションは当会の活動・意義・運営などを各事業
担当者からご案内する場として開催しております。
主に理事と同期入会の先生方との顔合わせとなり、ご入会後に感じた質
問などあれば理事が直接回答いたします。
本年度の対象者は２０２５年１月１日以降に入会が認められた方となりま
す。別途案内状をお送りしますのでご確認ください。
オリエンテーション終了後、新年互礼会（懇親会）にご招待いたします 。
オリエンテーション・新年互礼会、どちらも参加費用は掛かりません。
服装の制限はありませんが、新年互礼会（懇親会）を考慮してお越し
頂ければと存じます。

★  新入会員（令和７年１月～）の方は必ずご参加ください  ★

日時 令和７年１月４日（土）
１５時３０分～１６時４０分

会場 シティプラザ大阪 2 階「AYA- 彩 -」
【会場案内】
シティプラザ大阪
住所︓ 大阪市中央区本町橋２−３１
https://cityplaza.or.jp/wp2024/

●オリエンテーション対象者には案内状をお送りいたします。
●オリエンテーションは全新入会員の皆さんに原則参加をお願いしております。必ず返信をお願いします。
　オリエンテーション終了後の新年互礼会（懇親会）は自由参加ですが、新入会員は会費無料となっております。
　先輩鍼灸師のお話を聞くことの出来るチャンスなので、皆様の積極的なご参加をお待ちしております。

10月19日　民生・労災の新規取扱い講習会を行います
（次回は来年 5 月）

※生活保護取扱い指定対象住所︓開設者は施術所所在地、勤務者は現住所地の
　指定を受けます。

場　所

日　時 令和 7 年 10 月 19 日（日）　10:00 開始

大阪府鍼灸師会館

　（施術管理者だけでなく生保取扱い施術者全てが指定を受けます）

（施術所から1名の指名になります）

※生活保護医療扶助 取扱いの注意
・院内であっても給付要否意見書や申請書に記載されている指定施術者以外の
　施術担当は認められません。
・施術は給付要否意見書が発行された後、かつ、医師の同意日以降となります。
・申請書は毎月５日到着を締切りとして処理いたします。
・生活保護医療扶助の鍼灸取り扱いは療養費に準じて行われますが、回数や
　往療に関して必要性をより厳格に見られます。ご注意ください。

生活保護
A4サイズにした免許証のコピー、印鑑、筆記用具。施術所が堺市、大阪市の
場合、保健所印押した開設届コピー。
振込先になる、ゆうちょ銀行通帳（もしくは、口座名義、記号・番号がわかる
1ページ目のコピー）

【持ち物】

A4サイズにした免許証のコピー、保健所印押した開設届のコピー（付近の
見取図・施術所の平面図）、筆記用具、印鑑、振込用の通帳（ゆうちょ銀行
は不可）

【持ち物】

1

労災保険2

参加希望者は氏名、所属地域、指定対象の住所、受講希望（生保・労災）の別をメール、
もしくはFAXか電話で事務局にお知らせ下さい。

東京海上日動火災保険　日鍼会賠償責任保険
保険料徴収時期のお知らせ

A会員のみなさまにご加入いただいております東京
海上日動火災保険の賠償責任保険の次年度保険料の
徴収を12月会費と合算でお引き落としさせていただき
ます。

変更届の提出期限等は日鍼会から連絡があり次第、
ML等を通じてご連絡いたしますのでよろしくお願いい
たします。

＊A会員以外の方で東京海上日動火災保険に加入を
希望される場合は次年度更新期限までにA会員への変
更をお願いいたします。

ご協力よろしくお願いいたします 。

相互扶助、交際委員会
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　No.37第 回「（公的）審査委員だよ Re:」

大阪市 国民健康保険資格確認書の一斉更新について（周知）のお知らせ

大阪市の国民健康保険資格確認書の一斉更新について（周知）

記

大阪市国民健康保険の資格確認書の一斉更新についての実施の案内がありました。

会員の皆様へ
会員管理システム・マイページの確認のお願い

会員管理システムの運用を開始しております。ホームページの改修もおわり、ホームページ右上部のマイページからログインしていただけるようになっ
ております。

会員の皆様にはマイページの確認をお願いいたします。
マイページへのログインには、ご登録頂いているメールアドレスとパスワードが必要となります。
ログイン方法につきましては、総会資料郵送時にご案内を同封しております。
ログインの上、ご自身の会員情報のご確認を宜しくお願い申し上げます。

法人管理委員会

※メールアドレスが未登録の方にも全員ログインできるよう、初期メールアドレスとパスワードを設定しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　

操作マニュアル

マイページ確認はここをクリック

平素は、国民健康保険事業に格別のご協力を賜り、厚くお礼申しあげます。 
さて、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を基本とする規定等を盛り込んだ「行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」の施行に伴い、令和 6 年 12 月 2 日から従来の被保険者証（以下「保険証」とい
います。）は新たに発行されなくなり、保険証としての利用登録がされたマイナンバーカード（以下「マイナ保険証」といいます。）を基本
とする仕組みに移行しました。 

令和 6 年 12 月 1 日までに交付された保険証は、経過措置により有効期限まで利用できるとされていましたが、本市におきましては、
保険証の有効期限が令和 7 年 10 月 31 日となっていることから、マイナ保険証をお持ちでない方等へ、次のとおり国民健康保険資格確
認書（以下「資格確認書」 といいます。）の一斉更新を実施します。

1

2

国民健康保険資格確認書の有効期間等について 
　これまで大阪府内の市町村では、保険証（11 月 1 日～翌年 10 月 31 日）と高齢受給者証（8 月 1 日～翌年 7 月 31 日）の有効期間が
異なっていたため、70 歳から 74 歳の方には両方の証書を交付していました。 
　令和 8 年 8 月以降、資格確認書と高齢受給者証を一体化することとしていますが、本市では、 システム対応に時間を要するため、
当面の間は現行どおり資格確認書及び高齢受給者証を交付 します。（詳細については別添をご参照ください。）

　冒頭でも申し上げましたとおり、法改正に伴い、令和 6 年 12 月 2 日から従来の保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を
基本とする仕組みに移行しました。 
　つきましては、本市独自での資格確認書一斉更新にかかる周知用ポスターは、作成いたしませんのでご了承ください。 
　引き続き、マイナ保険証の利用促進にご協カいただきますようよろしくお願いいたします。 
　なお、マイナ保険証の登録方法等にかかる医療機関向け周知ポスターについては、下記のとおり厚生労働省のホームページに掲載
されていますので、ご活用ください。 
・厚生労働省 HP「オンライン資格確認に関する周知素材について」

周知用ポスターについて

【担当】 大阪市福祉局生活福祉部保険年金課 
          担当︓魚住、日高 
          TEL 06-6208-7964 　FAX 06-6202-4156

https://www.osaka-hari9.jp/user/info/info2025072001.html

あなたの街の鍼灸院検索から
会員変情報の変更、登録が
行えます
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令和7年9月度　会員動態報告書（敬称略）

■正会員入会申請　無し
■準会員申請（15 名）
　石田幸恵　神部友梨　田中美幸　伊藤輝咲　岩本真紀
　倉橋桃子　中村江真　畠山楓華　守安和代　藤本薫平　　
　松本圭司　岡谷勇希　西村理恵　桂真理子　薛　斯箐
■会員相続権申請　無し
■会員種別変更　　無し
■登録事項変更（4名）
　新宮孝吉　　枝松繁美　　三吉晴久　　三好秀幸
■退会届　　　　　無し
■賛寿会員申請　　無し
■休会申請　　　　無し
■協賛会員申請（1 団体）　ダイヤ工業株式会社

（令和7年9月17日　組織担当　森下　輝弘）

法 律 
相 談

※予約時に会員である旨、地域、氏名、治療院名等を
　お伝え下さい。

※弁護士業務依頼には、別途料金が発生します。

水都法律事務所

実施日時

対象者

相談時間

予約受付時間

事前にご予約して下さい。

利用料（費用） 無料

平日の午前9時30分から午後5時30分まで

（公社）大阪府鍼灸師会会員

1案件、30分以内
（注）相談内容や事実の流れ等を簡潔にまとめて
　　お聞き下さい。

緒方 雅子弁護士 TEL 06-6311-5881

大鍼会会員の方は、顧問弁護士による無料法律相談
をご利用いただけます。
鍼灸業務に関する事はもちろん、個人的な日常生活
でのトラブルや悩みなどもご相談頂けます。

公益社団法人 大阪府鍼灸師会　令和7年度　第4回理事会　議案メモ １．日　　　　時　　令和 7年 7月 6日（日）　１3 時００分～
２．場　　　　所　　大阪府鍼灸師会館４階会議室（WEB）
３．司　　　　会　　理　事　浅井和俊
４．議　　　　長　　会　長　堀口正剛
５．議事録作成人　　理　事　吉野亮子

出席理事：堀口正剛　南 治成　久保俊仁　浅井和俊　北川 肇　丹波徹二　永澤至子　廣橋久美子　新名美恵　吉野亮子
森下輝弘　清藤直人　岩津優希　松尾正己（順不同）
出席監事：浜田 暁　得本 誠　山村三郎　　　欠席：三宅なつえ　荒木善行　吉村春生　新名美恵

Ⅰ．開会の辞 理　事　　南　治成
Ⅱ．挨　　拶 会　長　　堀口正剛
Ⅲ．報　　告 正副会長報告・日鍼会報告（南・荒木・新名）・委員会報告
【日鍼会報告】
南副会長
　日本鍼灸師会　代議員総会。信任投票なく、立候補した者は全員当選。
　会長補選では正副会長存続。委員会の委員長は大幅に変更。
　中村会長の意向により、理事は委員会の委員を兼務不可。
【大鍼会報告】
７月３日　正副会長会議
堀口会長
　5月31日－６月1日　 全日本鍼灸学会学術大会
　6月    ３日　西淀川警察署　調書作成協力
　　　１２日　建築家協会　森田様　積水ハウス不動産（株）大嶋寿承様　面談
　　　　　　　ユニコ明渡さん　メイプル　斉藤社長と懇親会
　　　１３日　ペイペイ　足立様面談
　　　１４日　（岡田前事務局長とゴルフ&）代議員と情報交換
　　　１５日　日本鍼灸師会　代議員総会
　　　１９日　セイリン　堀口様　橋口様　面談
　　　２１日　豊中地域　夏季懇親会
　　　２５日　令和7年度 大阪ハイテクノロジー専門学校　学校関係者評価委員会
　　　２６日　地域医療推進協議会
　　　２８～２９日　DSAM 災害医療研修(福島県　郡山市)
南副会長
　開業にあたり、療養費の取り扱い（実務経験）の申請に必要な書類（開設届の写し）が発行
　されなくて困っているという相談があった。代用の書類として開設の証明書の発行を求める
　手続きを、副会長名で行う。鍼灸師を雇用する経営者に対して、療養費の取り扱いに関する
　順書などを作成し、周知徹底させる必要があると考える。
久保副会長
　5月３１日　日本主婦連合会８０周年記念式典
　6月１５日　日本鍼灸師会　代議員総会
　　 ２３日　大阪医療技術学園専門学校 外部評価委員会　教育課程編成委員会
　　 ２６日　地域医療推進協議会
Ⅳ．議　　案　　
第１号議案 会員動態（森下）
・入会申請　岡野　愛先生　　➡　全会一致承認
・休会申請　翁　祖耀先生　　後日診断書を提出とし、1年休会を認める
　さらに必要であれば1年後さらに1年延長を検討　➡　全会一致承認
第２号議案 協賛会員規程変更の件（三宅）
・コンセンサスを考え、広告規定を見直す必要がある　→　次回理事会に再提出
・協賛会員規程第7条(2)と(4)を削除する
➡　全会一致承認
第３号議案　　　霊枢講義のオンデマンド化の件（清藤）
・会員、会員外、学生、一律　2000円（税別）で進める。割引などの詳細は追って決める
・クレジット決済が出来次第開始する
➡　全会一致承認
第４号議案　職務分掌（未決定委員会）の件（三宅）
危機管理委員長：久保俊仁
学術委員長：南　治成
スポーツ鍼灸プロジェクト委員長：松尾正己
相互扶助委員　厚生委員長：森下輝弘
➡　全会一致承認

【出欠確認】　　■理事 17名　　出席数：13 名　　欠席数：4名　　　■監事 3 名　　出席数：３名　　欠席数：０名

第５号議案　　　各委員会の委員選出の件（三宅）
・（追加）財務委員　森下輝弘　　➡　全会一致承認
第６号議案　　　事業計画書の件（三宅）
・擦過鍼は現在当会では推奨していないので、文言を削除
・小児鍼は小児はりとする
➡　文言修正を加えることで全会一致承認
第７号議案　　　会員管理システム追加の件（廣橋）
CSV出力追加33,000円　➡　全会一致承認
会員管理ML（kaiinkanri-ml@osaka-hari9.jp）について　　（久保副会長）
・正副会長、法人管理委員長、法人管理総務、組織委員長、編集情報化委員長、事務局
・入会・退会分は会員管理システムから会員管理MLに通知される
・組織が確認し管理システムの操作処理（入会申請は理事会承認後・退会は随時）
入会・退会申請について
・入会申請（承認事項）理事会承認後事務局に処理を依頼（会費が日割り計算になる）
・入会者に会館にて入会に関する書類等の説明と入会金・口座振替等の手続
・退会申請（報告事項）退会申請の予定日に退会操作処理
・退会申請が電話で事務局にあった場合は事務局より会員管理MLに通知組織が操作処理を
　行う内容情報の変更について
・組織が週に一度操作ログを確認（内容情報の変更の場合はメール通知機能がない）
・内容変更の場合変更内容を確認（氏名・住所・電話・メールアドレス）
・メールアドレス変更の場合は編集情報化に変更依頼
・内容変更作業が終わったら作業完了をMLで報告
・理事ML で入会・退会・変更情報をその都度通知
・2か月分の入会・退会・変更を取りまとめて理事会で会員動態報告
第８号議案　　後援名義の件（三宅）
公益社団法人大阪府柔道整復師会　第17回大阪学術大会後援名義の使用
➡　全会一致承認
第９号議案　　会員名簿のデジタル化の件（森下）
・会員名簿は必要か　➡　賛成多数
・紙ベースは廃止し、デジタル化する　➡　全会一致承認
・7月末、1月末を目途に（職務分掌の委員選出が決まった後）見直し　➡　全会一致承認
第10号議案　　 補正予算案の件（北川）　➡　全会一致承認
第11号議案　 　その他の件　(報告)
・会館のコンクリートコア調査報告（堀口）
・広告掲載規程（廣橋）プライバシーポリシーの確認（廣橋）
　協賛会員規程も考慮し、次回理事会に再提出する
　日本鍼灸師会のものをベースにしたものに差し替える
・高齢者へのはり灸アンケート結果（吉村）
・令和7年度大鍼会役員名簿・日鍼会役員一覧
・理事・監事・地域代表者一泊研修会の件（浅井）
　日時8月９日（土）、１０日(日)　　接遇の基本とコミュニケーション研修
【委員会報告】（資料p.48-52）
・法人管理委員会（浅井）
・法人管理委員会　財務（北川）
・普及啓発委員会（岩津）
・青年委員会（岩津）
・WMG(丹波)
・編集・情報化委員会（廣橋）
・民生労災委員会（松尾）
Ⅴ．閉会の辞 会長指名理事　松尾正己

以上


